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In brief 

OECD より、本年 2 月に、BEPS 行動計画 13 に基づく国別報告書（CbCR）に係るレビューについてのパブ

リックコンサルテーションペーパーが公表されました。BEPS 行動計画 13 の報告書においては、ミニマムス

タンダードとされた国別報告書については 2020 年末までにレビューを行うとされており、本ペーパーにおい

て 18 項目にわたるレビュー対象の論点について意見を求められています。

このうち論点 12 において、国別報告書の Table 1 で提供される情報について、国別（税務管轄別）の合計

ではなく構成事業体別の情報とすることについて意見が求められており、これは BEPS 行動計画 13 の検

討過程においても議論された論点です。今後の移転価格調査課税リスクへの影響が大きいと想定されるこ

とから、当該レビュー内容の概要と構成事業体別の情報が提供される場合に、予想される影響についてご

案内いたします。

In detail 

1. 論点 12 におけるレビュー内容の概要

国別報告書は次のようなことを目的として導入が勧告されています。それは、税務当局が、BEPS 行動計画

13 において、多国籍企業グループのグローバルな事業に係るハイレベルの移転価格に関するリスクを評価

できるようにすることです。現行の国別報告書の Table 1 については、国別（税務管轄別）の収入金額、税

引前当期利益（損失）、納付税額、資本金、従業員と有形資産額等の合計金額を記載することになっており

ます。

しかしながら、多国籍企業グループが一つの国（税務管轄）に多数の構成事業体を有していたり、構成事業

体が異なる事業活動を行っていたりする場合には、税務当局にとって、Table 1 の情報（収入金額等の国別

の合計額）と Table 2 の情報（国別の構成事業体ごとの主要な事業活動内容）との対応関係の把握が困難

との問題がありました。構成事業体ごとの Table 1 に係る情報が提供されることになれば、各事業体の規模、

利益、従業員及び資産等に係る情報と事業活動内容とが突合され、税務当局における多国籍企業の関連

者間取引に係るリスク評価に資することとなります。

一方、多国籍企業の観点からは、税務管轄ベースの情報提供システム開発を構築したところであり、構成

事業体別の情報提供への変更に伴い追加的なシステム変更等の事務負担が発生することになります。また、

税務当局にとっても、一つの構成事業体が複数の異なる事業を行っている場合には同様の困難に直面する
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とともに、潜在的な BEPS リスクの有無を評価する指標としては多国籍企業グループの一つの税務管轄に

おける全体の活動を見ることが適切なケースもあります。 
 
従いまして、国別報告書に係る情報提供内容の変更決定に当たっては、税務当局における BEPS リスク評

価に係る便益の観点と当該変更に伴う多国籍企業の追加的負担に係る問題等について慎重に比較衡量す

る必要があります。 
 
2. 構成事業体別の情報が提供される場合に予想される影響 
国税庁より 2017 年 6 月に公表された「移転価格に関する国税庁の取組方針」において、移転価格調査に

係る調査必要度の判定に係る事項として、「内国法人と複数の国外関連者間で連続した取引（連鎖取引）を

行い、利益配分状況や国外関連者の機能などが申告書上では解明できず、確認を要さないか」との観点を

含め、多角的に検討を行い、移転価格調査に係る調査必要度を判定することとされております。この点につ

いては、当局としても、調査必要度判定において、多国籍企業のグローバルなサプライチェーンの関連者間

取引に係る利益配分状況について注目しているものと理解します。 
 
また、最近の移転価格調査の動向については、一般調査で事前に収集されたローカルファイル等の活用と

併せて、別表 17(4)で高収益で高止まりしている国外関連者を把握しています。高収益国外関連者の中か

ら、課税にアグレッシブな中国と東南アジアに対して、現地当局に優位となる移転価格の文書化や運用によ

る所得移転が起きることへの懸念を強めております。また、移転価格ポリシーによる機能やリスクを反映す

るなど、グループ内の利益がコントロールできているかについて、過去の調査資料やローカルファイルの訪

問指導等から分析を進めています。 
 
BEPS 行動計画 13 の報告書においては、国別報告書は、あくまでも多国籍企業のグローバルのハイレベ

ルな移転価格と他の BEPS 関連リスクを評価するために使用されるものです。機能・比較可能分析に基づ

いた関連者間取引に係る移転価格分析に代わるものではありません。当該情報のみに基づいて、移転価

格に係る利益配分が適切か否かに係る評価の証拠として使用すべきではないとされています。 
 
しかしながら、今後、構成事業体別の収入金額、税引前当期利益、納付税額等の情報が当局に提供される

ことになれば、これまで別表 17(4)だけでは明らかにされていなかった、グループ間のバリューチェーンに係

る各関連者の利益配分状況が明確になります。これまで以上に、利益配分の適正化の観点からの移転価

格調査課税リスクが高まるものと想定します。 
 
従いまして、移転価格調査課税リスクを低減させるためには、従前以上に、企業グループのビジネスライン

ごとのサプライチェーンにおいて、付加価値創造に係る各関連者の果たす機能やリスクを適切に分析、評価

し、当該機能やリスクに見合った利益が各関連者に適正に配分されているかどうかについて検証する必要

があるものと考えます。特に、日本の税務当局は、ビジネスラインに複数の国外関連者が介在している場合

には、それらの国外関連者の利益を独立企業原則の観点から見直す、いわゆる引き直し計算（措置法通達

66 の 4(6)-1 取引単位営業利益法に準ずる方法）を検討してくる機会が増えてくるものと予想されます。 
 
国別報告書（CbCR）レビューに係る今後のスケジュールについては、OECD 事務局に提出されたコメントを

踏まえ、3 月 17 日に OECD で公聴会が開催され、2020 年末までに見直し内容について合意されることに

なっています。 
 
本件に係る今後の動向につきましては、各種情報を収集し、さらに皆様にご紹介していまいります。 
 
出典：OECD - Public consultation document: Review of Country-by-Country Reporting (BEPS Action 
13) 
https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-review-country-by-country-reporting-
beps-action-13-march-2020.pdf 
  

https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-review-country-by-country-reporting-beps-action-13-march-2020.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-review-country-by-country-reporting-beps-action-13-march-2020.pdf
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